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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次
第74期

第２四半期累計期間
第75期

第２四半期累計期間
第74期

会計期間
自  平成23年３月１日
至  平成23年８月31日

自  平成24年３月１日
至  平成24年８月31日

自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日

売上高 (百万円) 99,987 94,159 190,295

経常利益 (百万円) 3,874 2,743 5,956

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,830 1,183 2,071

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 14,948 14,948 14,948

発行済株式総数 (株) 59,476,284 59,476,284 59,476,284

純資産額 (百万円) 35,108 35,423 35,572

総資産額 (百万円) 97,045 94,421 94,826

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 34.29 22.45 38.81

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 6.25 6.25 12.50

自己資本比率 (％) 36.2 37.5 37.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,698 4,715 5,169

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5 173 △379

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,441 △4,183 △6,957

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 3,170 2,447 1,741

　

回次
第74期

第２四半期会計期間
第75期

第２四半期会計期間

会計期間
自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日

自  平成24年６月１日
至  平成24年８月31日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 17.35 8.43

(注) １.売上高には、消費税等は含まれておりません。

２.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の損益等から見て重要性が乏しいため記載しておりま

せん。

３.潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

当第２四半期累計期間（平成24年３月１日～平成24年８月31日）におけるわが国経済は、欧州債務危

機による金融不安や円高等の影響により、景気の先行きについて不透明な状況となっております。小売業

界におきましても、原発問題や電力不足等による消費者の需要の大きな変化や、社会保障問題等の社会不

安の増大による個人消費の低迷等も見られ、企業間の価格や品揃え競争もより一層激化する中、当社を取

り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。

  そうした中、当社におきましては、創業60周年を迎え、記念セールや記念キャンペーンの実施、テレビＣ

Ｍのリニューアル等販売促進の強化を進めるとともに、商品開発の推進や地域特性への対応強化等に取

り組んでまいりました。また、「ふだんの暮らし総合店」づくりをさらに深化させ、便利な買物と安さの

提供、品揃え枠の拡大にも努めてまいりました。

  販売面では、テレビＣＭにより当社開発商品「デイツーオリジナル小輪ペチュニア」や「デイツーオ

リジナルひんやり肌着」等を積極的に展開をしてきたほか、節電需要に合わせて「電考節家（でんこう

せっか）」をキーワードに節電用品の訴求を強化してきた結果、冷感肌着や冷感寝具、すだれ、よしず等

が好調に推移しました。一方、前年の震災需要や地デジ化特需の反動に加えて、ゴールデンウィーク以降

の天候不順や本格的な暑さの到来の遅れ等の影響により、レジャー・行楽用品や猛暑対策用品等が低調

となりました。

  店舗設備では、節電や環境への配慮といたしまして、ＬＥＤ照明の導入を積極的に行い、導入店舗数は

当第２四半期会計期間末で累計118店舗となりました。

  販売拠点の強化につきましては、３月に木曽川店（愛知県一宮市）、７月に信州山形店（長野県東筑摩

郡）の計２店舗を出店したほか、３店舗の全面改装を実施いたしました。一方で２店舗の閉店を行いビル

ド＆スクラップを推進してまいりました。

  こうした取り組みの結果、当第２四半期累計期間における売上高は、941億59百万円（前年同四半期比

5.8％減）、営業利益は22億82百万円（同33.3％減）、経常利益は27億43百万円（同29.2％減）、四半期純

利益は11億83百万円（同35.3％減）となりました。

　

（２）財政状態の分析

  当第２四半期会計期間末の総資産は944億21百万円となり、前事業年度末に比較し４億４百万円減少い

たしました。主な要因は投資有価証券８億38百万円、建物５億87百万円の減少と、現金及び預金７億５百

万円、商品５億７百万円の増加などによるものです。

  負債合計は589億97百万円となり、前事業年度末に比較し２億56百万円減少いたしました。主な要因は

長期借入金17億82百万円、短期借入金16億61百万円の減少と、支払手形及び買掛金25億16百万円の増加な

どによるものです。
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  純資産合計は354億23百万円となり、前事業年度末に比較し１億48百万円減少いたしました。主な要因

は自己株式の取得４億21百万円、剰余金の配当３億33百万円、その他有価証券評価差額金４億43百万円の

減少と、四半期純利益11億83百万円の計上などによるものです。

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ７億５百万円増加し、24

億47百万円となりました。

  当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

  （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益21億24百万円に仕入債務の増加額25億16

百万円、減価償却費７億５百万円を加算し、たな卸資産の増加額５億７百万円、法人税等の支払額９億93

百万円を減算するなどして全体では47億15百万円の収入（前年同四半期は96億98百万円の収入）となり

ました。

  （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入６億８百万円、投資有価証券

の売却による収入１億89百万円と一方、有形固定資産の取得による支出５億７百万円などにより１億73

百万円の収入（前年同四半期は５百万円の収入）となりました。

  （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額16億61百万円、長期借入金の返済による

支出13億72百万円、自己株式の取得による支出４億21百万円などにより41億83百万円の支出（前年同四

半期は104億41百万円の支出）となりました。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

  なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 基本方針の内容

  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企

業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるこ

とが必要であると考えています。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由

な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株式に対する大量取得提案又はこ

れに類似する行為があった場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する

株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。なお、当社は、当社株式等について大量取得

がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定する

ものではありません。

  しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に

大量取得提案又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。そして、かかる株式等の大

量取得の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす

もの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大

量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情

報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との
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協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なく

ありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、並びにお客様、取引

先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに

対する十分な理解がなければ、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保、向上させることはでき

ません。特に、当社の企業価値の源泉は、①ふだんの暮らしをテーマに必要な用品に特化し、徹底したロー

コストオペレーションを構築すること等により実現されるロープライスでの商品の提供力、②お客様の

暮らしの多様なニーズに対応する多岐に渡る商品の提供力、③お客様の暮らしのニーズに即したオリジ

ナル商品の開発力、④チェーンストア経営による利便性、⑤お客様から支持される「ふだんの暮らし総合

店」としての地域密着型ストアロイヤリティ、⑥創業以来の企業理念や企業文化、ふだんの暮らしをテー

マに必要な用品を総合的に扱い、特にハードグッズ売場や園芸植物を中心とする屋外売場を充実させた

「ふだんの暮らし総合店」の実現・発展に寄与する中で培われてきたノウハウの存在及びこれらを共有

し、かつ一丸となって発展・成長させる従業員の存在、にあると考えておりますが、かかる当社の企業価

値の源泉に対する理解が不可欠です。

  当社株式等の大量取得を行う者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保

し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては、株主共同の利益は毀損されることになりま

す。

  当社としては、かかる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては

必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要

があると考えます。

　

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

イ．当社株式の大量取得行為に関する対応策

  当社は、平成23年５月26日開催の第73回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対

応策」の更新について承認を得ております。（以下更新後のプランを「本プラン」といいます。）

  当社取締役会は、上記基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得

を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そし

て、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企

業価値・株主共同の利益に反する大量取得を抑止するためには、当社株式に対する大量取得が行われる

際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じる

べきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等

を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。

  そこで、次のa.又はb.に該当する当社の株券等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行

為又はそれらの提案(当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。)が行われ

る場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提

供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆様に

当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続として本プラ

ンを定めました。
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a.  当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付その他の

取得

b.  当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等保有割合及びその特別関係

者の株券等保有割合の合計が20％以上となる公開買付け

なお、本プランの詳細については、当社ホームページ（http://www.keiyo.co.jp/）に記載の「当社株

式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（平成23年４月５日付）をご参照下

さい。

　

ロ．本プランの合理性を高める仕組みの設定

  本プランにおいては、本プランにおいて定められる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）

の無償割当ての実施、不実施、中止又は無償取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排する

ため、独立委員会規程に従い、(a)当社社外取締役、(b)当社社外監査役又は(c)社外の有識者(実績ある会

社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等)で、当社経営陣

から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の客観的な判断を経

ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧

告を行うにあたり、株主意思確認株主総会の招集を勧告した場合には株主意思確認株主総会を招集のう

え、同総会に本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を

確認することとしています。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様に適時情報を開示するこ

とによりその透明性を確保することとしています。

　

（５）研究開発活動

  該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 230,000,000

計 230,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年10月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 59,476,28459,476,284
東京証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式
単元株式数  100株

計 59,476,28459,476,284― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年６月１日～
平成24年８月31日

─ 59,476,284 ─ 14,948 ─ 6,715
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(6) 【大株主の状況】

平成24年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

１  ケーヨー従業員持株会 千葉県千葉市若葉区みつわ台１丁目28番１号 7,688 12.93

２  イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号 3,551 5.97

３  日本トラスティ・サービス
    信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,243 5.45

４  株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号 2,660 4.47

５  明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 1,593 2.68

６  ケーヨー槇の会 千葉県千葉市若葉区みつわ台１丁目28番１号 1,585 2.67

７  株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 1,500 2.52

８  三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 1,461 2.46

９  株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,437 2.42

10  株式会社千葉興業銀行 千葉県千葉市美浜区幸町２丁目１番２号 1,363 2.29

計 ― 26,084 43.86

(注) １. 上記の他、当社所有の自己株式6,899千株(11.60％)があります。

２. 上記の株式数には、信託業務に係る株式数を次のとおり含んでおります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱    3,179千株

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
     (自己保有株式)
普通株式        6,899,500

―
株主としての権利内容に
制限のない、標準となる株
式

完全議決権株式(その他) 普通株式       52,508,600525,086 同上

単元未満株式 普通株式           68,184― 同上

発行済株式総数               59,476,284― ―

総株主の議決権 ― 525,086 ―

(注) １．「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ

1,300株(議決権13個)及び17株含まれております。

２．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が次のとおり含まれております。

自己株式                 16株
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② 【自己株式等】

平成24年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ケーヨー

千葉市若葉区みつわ台
１丁目28番１号

6,899,500 ― 6,899,50011.60

計 ― 6,899,500 ― 6,899,50011.60

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

役職の異動

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役 社長室長 社長室長兼広報部長 実川  浩司 平成24年８月20日

取締役 人事・総務担当兼採用部長 人事本部長兼人事部長 寺田  健次郎 平成24年８月20日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成24年６月１日から

平成24年８月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成24年３月１日から平成24年８月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、千葉第一監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

          ①資産基準          1.2％

          ②売上高基準        1.1％

          ③利益基準          1.8％

          ④利益剰余金基準    0.3％

          ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当第２四半期会計期間
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,741 2,447

受取手形及び売掛金 804 978

商品 32,231 32,738

その他 4,689 4,821

流動資産合計 39,467 40,985

固定資産

有形固定資産

建物 23,932 23,345

土地 11,922 11,832

その他 12,542 12,591

減価償却累計額 △23,933 △24,005

有形固定資産合計 24,463 23,763

無形固定資産 2,136 2,021

投資その他の資産

投資有価証券 7,787 6,949

差入保証金 15,485 14,987

その他 6,135 6,337

貸倒引当金 △562 △537

投資損失引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 28,759 27,649

固定資産合計 55,359 53,435

資産合計 94,826 94,421
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当第２四半期会計期間
(平成24年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,204 19,720

短期借入金 4,693 3,032

1年内償還予定の社債 550 550

1年内返済予定の長期借入金 2,989 3,399

未払法人税等 1,090 1,292

資産除去債務 0 0

その他 4,847 5,020

流動負債合計 31,375 33,015

固定負債

社債 5,100 4,825

長期借入金 18,123 16,341

退職給付引当金 2,551 2,713

役員退職慰労引当金 7 7

資産除去債務 450 456

その他 1,646 1,638

固定負債合計 27,878 25,982

負債合計 59,253 58,997

純資産の部

株主資本

資本金 14,948 14,948

資本剰余金 12,595 12,595

利益剰余金 10,886 11,736

自己株式 △3,573 △3,994

株主資本合計 34,856 35,285

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 598 155

繰延ヘッジ損益 117 △16

評価・換算差額等合計 715 138

純資産合計 35,572 35,423

負債純資産合計 94,826 94,421
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年８月31日)

売上高 99,987 94,159

売上原価 71,635 68,174

売上総利益 28,351 25,985

販売費及び一般管理費 ※1
 24,928

※1
 23,703

営業利益 3,423 2,282

営業外収益

受取利息 104 91

受取配当金 125 135

受取賃貸料 620 709

その他 375 343

営業外収益合計 1,226 1,279

営業外費用

支払利息 241 202

賃貸収入原価 528 608

その他 4 6

営業外費用合計 775 818

経常利益 3,874 2,743

特別利益

固定資産売却益 － 22

投資有価証券売却益 － 36

受取補償金 3 55

その他 32 －

特別利益合計 35 113

特別損失

固定資産売却損 36 36

固定資産除却損 94 67

減損損失 22 564

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 177 －

災害による損失 327 3

その他 206 59

特別損失合計 865 732

税引前四半期純利益 3,045 2,124

法人税、住民税及び事業税 1,790 1,194

法人税等調整額 △575 △252

法人税等合計 1,215 941

四半期純利益 1,830 1,183
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 3,045 2,124

減価償却費 646 705

のれん償却額 76 76

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53 △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41 161

受取利息及び受取配当金 △229 △226

支払利息 241 202

減損損失 22 564

固定資産売却損益（△は益） 36 14

固定資産除却損 94 67

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 177 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △36

売上債権の増減額（△は増加） △213 △173

たな卸資産の増減額（△は増加） △509 △507

仕入債務の増減額（△は減少） 6,107 2,516

その他 1,521 294

小計 11,113 5,761

利息及び配当金の受取額 229 149

利息の支払額 △277 △201

法人税等の支払額 △1,367 △993

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,698 4,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △579 △507

有形固定資産の売却による収入 14 45

資産除去債務の履行による支出 △21 △32

投資有価証券の売却による収入 － 189

敷金及び保証金の差入による支出 △133 △78

敷金及び保証金の回収による収入 786 608

その他 △61 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー 5 173

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,157 △1,661

長期借入金の返済による支出 △8,610 △1,372

社債の償還による支出 △275 △275

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △69 △121

配当金の支払額 △329 △332

自己株式の取得による支出 △0 △421

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,441 △4,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △737 705

現金及び現金同等物の期首残高 3,908 1,741

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,170

※１
 2,447
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【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第２四半期累計期間
(自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31日)

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当第２四半期会計期間
(平成24年８月31日)

    偶発債務

  下記のとおり関係会社の銀行借入に対し、連帯

保証により債務保証を行っています。

　 茂原商業開発㈱ 571百万円

    偶発債務

  下記のとおり関係会社の銀行借入に対し、連帯

保証により債務保証を行っています。

　 茂原商業開発㈱ 506百万円

　

(四半期損益計算書関係)

前第２四半期累計期間
(自  平成23年３月１日
  至  平成23年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年３月１日
  至  平成24年８月31日)

※１  販売費及び一般管理費の主要項目

      給料及び手当                    7,566百万円
      不動産賃借料                    6,831百万円

※１  販売費及び一般管理費の主要項目

      給料及び手当                    7,452百万円
      不動産賃借料                    6,793百万円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期累計期間
(自  平成23年３月１日
  至  平成23年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年３月１日
  至  平成24年８月31日)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成23年８月31日現在)

  現金及び預金 3,170百万円

  現金及び現金同等物 3,170百万円

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成24年８月31日現在)

  現金及び預金 2,447百万円

  現金及び現金同等物 2,447百万円

　

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日)

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月26日
定時株主総会

普通株式 333 6.25平成23年２月28日 平成23年５月27日 利益剰余金

　

２  基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月４日
取締役会

普通株式 333 6.25平成23年８月31日 平成23年11月７日 利益剰余金
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当第２四半期累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31日)

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月24日
定時株主総会

普通株式 333 6.25平成24年２月29日 平成24年５月25日 利益剰余金

　

２  基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月２日
取締役会

普通株式 328 6.25平成24年８月31日 平成24年11月５日 利益剰余金

　

(金融商品関係)

投資有価証券並びに差入保証金が、当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業

年度の末日に比べて著しい変動が認められます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のは、次表には含めておりません((注２)をご参照ください。)。

　

  前事業年度末（平成24年２月29日）

　 　 　 (単位：百万円)

科目 貸借対照表計上額 時価 差額

（１）投資有価証券 7,658 7,658 ―

（２）差入保証金 10,222 9,641 △581

　

  当第２四半期会計期間末（平成24年８月31日）

　 　 　 (単位：百万円)

科目
四半期貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）投資有価証券 6,818 6,818 ―

（２）差入保証金 9,072 8,571 △501

　

(注１) 金融商品の時価の算定方法

（１）投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

（２）差入保証金

これらの時価については、一定の期間ごとに区分した債権額を満期日までの期間及び信用リスクを加味し

た利率により割引いた現在価値によっております。

　

(注２) 時価の把握が極めて困難と認められるため時価を注記しない金融商品
(単位：百万円)

区分
前事業年度末

（平成24年２月29日）
当第２四半期会計期間末
（平成24年８月31日）

関係会社株式(※１) 97 98

非上場株式(※１) 31 31

差入保証金(※２) 5,263 5,914

合計 5,392 6,045

(※１)  関係会社株式並びに非上場株式については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから「（１）投資有価証券」の金額には含めておりません。

(※２)  差入保証金のうち、償還予定が合理的に見積もれず、時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ

いては、「（２）差入保証金」には含めておりません。

　

(有価証券関係)

その他有価証券が、当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比
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べて著しい変動が認められます。

　

前事業年度末（平成24年２月29日)

(単位：百万円)

区分 取得原価 貸借対照表計上額 差額

  株式 6,732 7,658 925

  債券 ― ― ―

  その他 ― ― ―

合計 6,732 7,658 925

　

当第２四半期会計期間末（平成24年８月31日)

(単位：百万円)

区分 取得原価
四半期貸借対照表

計上額
差額

  株式 6,579 6,818 239

  債券 ― ― ―

  その他 ― ― ―

合計 6,579 6,818 239

　

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引にヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社である

ため、記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日)及び当第２四半期累計期間(自

 平成24年３月１日  至  平成24年８月31日)

当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成23年３月１日
至  平成23年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年３月１日
至  平成24年８月31日)

１株当たり四半期純利益金額 34.29円 22.45円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 1,830 1,183

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,830 1,183

普通株式の期中平均株式数(株) 53,378,367 52,724,793

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第75期（平成24年３月１日から平成25年２月28日まで）中間配当については、平成24年10月２日開催の

取締役会において、平成24年８月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

①中間配当金の総額 328百万円

②１株当たり中間配当金 ６円25銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成24年11月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年10月10日

株式会社ケーヨー

取締役会  御中

千葉第一監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    西    村    勝    司    印

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    大    川    健    哉    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ケーヨーの平成24年３月１日から平成25年２月28日までの第75期事業年度の第２四半期会計期間(平成
24年６月１日から平成24年８月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成24年３月１日から平成24年８月31日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計
算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケーヨーの平成24年８月31日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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